
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
直線状に延びる弁室 (13)と、
前記弁室 (13)内に進入した閉弁位置と、前記弁室 (13)の上流端たる後端部から更に後方に
脱出した開弁位置の間で往復移動するスライド栓 (2) と、
前記スライド栓 (2) の上流端たる後端部に連設され且つ前記弁室 (13)の前記上流端より前
記後方の空間内で移動するリセット体 (41)と、
前記リセット体 (41)の移動領域の上流側に続くガス流路に設けられ且つ先端部が前記リセ
ット体 (41)の移動軌跡と略直行する態様でこの移動域内に突出するように進出バネで付勢
されたリセット軸 (42)を有する過流出防止弁 (4) とを具備し、
前記スライド栓 (2) が閉弁移動する過程でこれに連設された前記リセット体 (41)が前記過
流出防止弁 (4) の前記リセット軸 (42)の先端を押し込むリセット動作を実行するガス栓で
あって、
前記リセット体 (41)は、前記スライド栓 (2) の移動方向に一定範囲で移動自在な態様で該
スライド栓 (2) の前記後端部に連設され、
前記リセット体 (41)に於ける前記リセット軸 (42)の先端部に当接する部分の表面は、この
リセット体 (41)の下流端たる先端側からその反対の後端に向けて次第に前記リセット軸 (4
2)の押込み方向にせり出した傾斜面 (411) となり、
前記スライド栓 (2) が前記弁室 (13)に進入した全閉位置にあるときには前記リセット体 (4
1)に対してその下流端たる先端側から当接する閉弁側ストッパ (162) と、前記スライド栓
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(2) が前記弁室 (13)から脱出した全開位置にあるときには前記リセット体 (41)に対してそ
の上流端たる後端側から当接する開弁側ストッパ (161) が設けられ、
前記開弁側ストッパ (161) と前記閉弁側ストッパ (162) の間隔は前記スライド栓 (2) の移
動距離よりも小さく設定されているガス栓。
【請求項２】
前記リセット体 (41)が前記閉弁側ストッパ (162) に当接した状態では前記リセット体 (41)
がリセット軸 (42)を押込み状態に維持する請求項１に記載のガス栓。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ガス栓、特に、ガス流量が異常増加したときにガス流路を自動遮断する所謂
過流出防止弁を具備するガス栓に関するもので、前記過流出防止弁のリセット動作が円滑
に行えるようにしたものである。
【０００２】
【従来の技術】
図５，図６は特公平８－１００３１号に示された従来のガス栓を示している。
ガス栓本体 (1) 内には、ガス入口 (11)からガス出口 (12)に至る逆Ｌ字状のガス流路が形成
されていると共に、前記ガス出口 (12)の上流側の直線状の弁室 (13)にはスライド栓 (2) が
気密摺動自在に収容されており、該スライド栓 (2) は閉弁バネ (111) によって下流側のガ
ス出口 (12)側に付勢されている。又、上記スライド栓 (2) の先端部の突出軸 (21)には補助
弁 (22)が外嵌しており、該補助弁 (22)は、ガス出口 (12)の上流側の補助弁座口 (18)を開閉
する構成となっている。
【０００３】
上記スライド栓 (2) の上流端たる後端部には、後述する過流出防止弁をリセットする為の
リセット体 (41)が連設固定されている。
上記スライド栓 (2) の上流側には、中心軸が前記スライド栓 (2) の移動方向に対して直行
する姿勢に設けられた円筒状の筒体とその内部に装填された図示しないリフト弁を具備す
る過流出防止弁 (4) が設けられており、該過流出防止弁 (4) の下流端部には図示しない進
出バネで突出方向に付勢された進退自在のリセット軸 (42)が設けられている。又、前記過
流出防止弁 (4) に於けるリセット軸 (42)の近傍には、自由端が前記リセット軸 (42)に対し
て先端側から対向するバネ板 (43)が設けられている。
【０００４】
図６は、ガス出口 (12)の近傍部外周を構成するプラグ部 (15)にワンタッチカップリング形
式のソケット (3) を外嵌接続した開弁状態を示している。この開弁状態では、ソケット (3
) 内の中心部に配設された開弁軸 (31)でスライド栓 (2) が押し込まれ、これにより、該ス
ライド栓 (2) の上流端たる後端部に連設固定されたリセット体 (41)が過流出防止弁 (4) の
上方に配設されたバネ板 (43)よりも更に後方に位置している。
【０００５】
この状態でソケット (3) の下流側のガスゴム管が外れてガス栓内のガス流が急増すると、
これに応答して過流出防止弁 (4) が自動的に閉弁動作してガス流路が強制遮断され、これ
により生ガス放出状態に放置される危険が防止される。
過流出防止弁 (4) が閉弁している前記の状態でソケット (3) をプラグ部 (15)から引き抜く
と、閉弁バネ (111) の付勢力によってスライド栓 (2) が下流側のガス出口 (12)方向に押し
出される。すると、該スライド栓 (2) の後端部に連設固定されたリセット体 (41)がバネ板
(43)を介してリセット軸 (42)を押込み、これにより、閉弁状態にあった過流出防止弁 (4) 
がリセットされる。そして、スライド栓 (2) が閉弁バネ (111) で更に下流側に押し出され
ると、これが弁室 (13)内に外周気密状態に進入する一方、補助弁 (22)が補助弁座口 (18)を
閉塞し、これにより、図５に示す閉弁状態になる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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ところが、上記従来のものでは、リセット体 (41)の動きをこれと直角な方向に変換する為
のバネ板 (43)を組み込む必要があり、然も、該組み込み時には前記バネ板 (43)がリセット
体 (41)の下端部で確実に押されるようにその姿勢を決める作業が必要であることから、ガ
ス栓の組み立て作業が煩雑化する問題があった。
【０００７】
そこで、上記バネ板 (43)を不要成らしめる為に、図７の如く、リセット体 (41)の下端部を
逆三角山形状に形成することも考えられる。即ち、リセット体 (41)の下面を三角状に形成
する為の前後一対の傾斜面 (411) (412) を形成し、スライド栓 (2) が閉弁方向に移動した
時には前記リセット体 (41)の傾斜面 (411) がリセット軸 (42)を押し込むようにし、これに
より、過流出防止弁 (4) をリセットさせるのである。
【０００８】
しかしながら、上記改良案のものでは、ガス栓の奥行き寸法（スライド栓 (2) の移動方向
の寸法）を一定に維持しようとすると、リセット体 (41)の傾斜面 (411) (412) の傾斜角度
を、リセット軸 (42)の円滑な押込み動作が確保できる程度の緩やかな角度に設定すること
ができない。実際に図７に示す改良案のガス栓を試作して過流出防止弁 (4) のリセット動
作をテストした結果、傾斜面 (411) の傾斜角度（リセット体 (41)の移動方向に対する傾斜
角度）が大きいことが原因し、該傾斜面 (411) から過流出防止弁 (4) のリセット軸 (42)に
対して、こじるような力が作用してこれを円滑に押し込むことができない場合が多かった
。
【０００９】
上記改良案のものでは、スライド栓 (2) の後端にリセット体 (41)が連設固定されているが
、スライド栓 (2) とリセット体 (41)の集合体が全体としてこれらの移動方向に伸縮し得る
ように構成できれば、ガス栓の奥行き寸法の増加を抑えながらリセット体 (41)の前記移動
方向長さを大きくできるという考察結果に基づき、本願発明は、前記ガス栓の奥行き寸法
の増加を抑えながらリセット体 (41)の傾斜面 (411) の傾斜を緩やかにできるようにして過
流出防止弁 (4) の円滑なリセット動作が確保できるようにしたものである。
【００１０】
即ち、本願発明は、
『直線状に延びる弁室 (13)と、
前記弁室 (13)内に進入した閉弁位置と、前記弁室 (13)の上流端たる後端部から更に後方に
脱出した開弁位置の間で往復移動するスライド栓 (2) と、
前記スライド栓 (2) の上流端たる後端部に連設され且つ前記弁室 (13)の前記上流端より前
記後方の空間内で移動するリセット体 (41)と、
前記リセット体 (41)の移動領域の上流側に続くガス流路に設けられ且つ先端部が前記リセ
ット体 (41)の移動軌跡と略直行する態様でこの移動域内に突出するように進出バネで付勢
されたリセット軸 (42)を有する過流出防止弁 (4) とを具備し、
前記スライド栓 (2) が閉弁移動する過程でこれに連設された前記リセット体 (41)が前記過
流出防止弁 (4) の前記リセット軸 (42)の先端を押し込むリセット動作を実行する』ガス栓
であって、ガス栓の奥行き寸法（スライド栓 (2) の移動方向の寸法）の増加を抑えながら
、前記過流出防止弁 (4) のリセット動作が円滑に行えるようにすることをその課題とする
。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する為の請求項１の発明の技術的手段は、
『前記リセット体 (41)は、前記スライド栓 (2) の移動方向に一定範囲で移動自在な態様で
該スライド栓 (2) の前記後端部に連設され、
前記リセット体 (41)に於ける前記リセット軸 (42)の先端部に当接する部分の表面は、この
リセット体 (41)の下流端たる先端側からその反対の後端に向けて次第に前記リセット軸 (4
2)の押込み方向にせり出した傾斜面 (411) となり、
前記スライド栓 (2) が前記弁室 (13)に進入した全閉位置にあるときには前記リセット体 (4
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1)に対してその下流端たる先端側から当接する閉弁側ストッパ (162) と、前記スライド栓
(2) が前記弁室 (13)から脱出した全開位置にあるときには前記リセット体 (41)に対してそ
の上流端たる後端側から当接する開弁側ストッパ (161) が設けられ、
前記開弁側ストッパ (161) と前記閉弁側ストッパ (162) の間隔は前記スライド栓 (2) の移
動距離よりも小さく設定されている』ことを特徴とするものである。
【００１２】
上記手段によれば、スライド栓 (2) が全開位置と全閉位置の間で移動すると、該スライド
栓 (2) の上流端たる後端部に取付けられたリセット体 (41)も移動する。そして、前記スラ
イド栓 (2) が弁室 (13)の上流端から脱出した全開位置にあるときには前記リセット体 (41)
が開弁側ストッパ (161) でスライド栓 (2) の先端側に向けて押された状態になる一方、前
記スライド栓 (2) が全閉位置にあるときには前記リセット体 (41)が閉弁側ストッパ (162) 
で前記と反対側に押された状態になる。そして、前記開弁側ストッパ (161) と閉弁側スト
ッパ (162) の間隔は前記スライド栓 (2) の移動距離よりも小さく設定されているから、ス
ライド栓 (2) よりもその後端に取付けられたリセット体 (41)の移動距離の方が小さくなる
。よって、スライド栓 (2) が弁室 (13)の上流側に脱出した全開状態に於いては、リセット
体 (41)が開弁側ストッパ (161) でスライド栓 (2) の先端側に押された状態、即ち、スライ
ド栓 (2) とリセット体 (41)の集合体の全長が収縮した状態に維持され、一方、スライド栓
(2) が弁室 (13)に進入した全閉位置にある時には、該スライド栓 (2) に取付けられた前記
リセット体 (41)が閉弁側ストッパ (162) でスライド栓 (2) の後端側に押された状態、即ち
、スライド栓 (2) とリセット体 (41)の集合体の全長が伸びた状態に維持される。従って、
スライド栓 (2) の開閉に伴ってこれとその後端部に取付けられたリセット体 (41)の集合体
が伸縮動作する分だけ、これらの集合体が伸縮しないものに比べて、前記スライド栓 (2) 
の移動方向に於けるガス栓本体 (1) の寸法増大が抑えられる。即ち、ガス栓全体の奥行き
寸法の増加を抑えながらリセット体 (41)の移動方向長さを大きくすることができ、これに
より、傾斜面 (411) の傾斜を緩やかにすることができる。
【００１３】
請求項２の発明のように、『前記リセット体 (41)が前記閉弁側ストッパ (162) に当接した
状態では前記リセット体 (41)がリセット軸 (42)を押込み状態に維持する』ものでは、スラ
イド栓 (2) が閉弁移動する過程で一時的にリセット軸 (42)を押し込む図５～図７のものと
相違し、スライド栓 (2) が閉弁状態にある限り過流出防止弁 (4) がリセット状態に維持さ
れる。
【００１４】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明では、傾斜面 (411) の傾斜を緩やかにすることがで
きるから、該傾斜面 (411) で過流出防止弁 (4) のリセット軸 (42)を押し込むリセット動作
が円滑に行える。
図５，図６に示す従来のガス栓のように組み込み姿勢を考慮しながら取付ける必要がある
板バネ (43)に相当するものが不要になるから、ガス栓の組み立て作業が容易になる。
【００１５】
請求項２の発明では、スライド栓 (2) が閉弁状態にある限り過流出防止弁 (4) がリセット
状態に維持されるから、リセット軸 (42)が一時的に押し込まれる図５～図７のものに比べ
て前記リセットが確実に行える。
【００１６】
【発明の実施の形態】
次に、上記発明の実施の形態を説明する。
図１は第１実施形態に係るガス栓を示している。
ガス栓本体 (1) 内には、胴部 (19)の下端部の接続筒部 (191) に形成されたガス入口 (11)か
らプラグ部 (15)先端のガス出口 (12)に繋がる逆Ｌ字状のガス流路 (10)が貫通している。
【００１７】
上記プラグ部 (15)内の下流端近傍の内周壁は該下流端に向って直径収縮する円錐面状の補
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助弁座口 (23)となっており、該補助弁座口 (23)はこれに上流側から対接する補助弁 (22)で
開閉される。
前記補助弁 (22)には、その上流側端面に開放する軸挿入孔 (220) が穿設されており、該軸
挿入孔 (220) には前端閉塞の円筒状のスライド栓 (2) から突出した突出軸 (21)が摺動自在
に挿入されていると共に、これらスライド栓 (2) と補助弁 (22)の頭部 (221) の間には圧縮
バネ (222) が介装されている。
【００１８】
前記スライド栓 (2) の後端には、リセット片保持筒 (25)の先端部が嵌入固定されており、
該リセット片保持筒 (25)の後端下部には、図１，図２に示すようにリセット体 (41)が一定
範囲で摺動自在に装着されている。即ち、前記スライド栓 (2) と反対側の端部が開放した
円筒状のリセット片保持筒 (25)には、前記開放端内周の下部に案内凹部 (251) が形成され
ており、前記リセット片保持筒 (25)の開放端外周には、前記案内凹部 (251) に対応する部
分に抜止突起 (252) が設けられている。前記リセット片保持筒 (25)の周側壁であって前記
案内凹部 (251) が形成された部分には、その後方からリセット体 (41)が強制的に外嵌され
ている。具体的には、リセット体 (41)は、リセット片保持筒 (25)に於ける前記案内凹部 (2
51) 部分の構成壁を挟む一対の上下の平行腕 (413) (414) とこれらの後端部を連結する連
結部 (415) から構成されており、下側平行腕 (413) の先端部は他方の上側平行腕 (414) の
先端より更に前方に延出されている。又、下側平行腕 (413) の下面先端近傍の一定範囲は
、後述する過流出防止弁 (4) のリセット軸 (42)を押し込む為の傾斜面 (411) となっている
。そして、前記下側平行腕 (413) の延出部の上面には、前記抜止突起 (252) と係合する係
合凸部 (416) が設けられている。従って、前記リセット体 (41)は一対の上下平行腕 (413) 
(414) でリセット片保持筒 (25)の後端部を挟んだ状態で該リセット片保持筒 (25)の軸線方
向に摺動し且つその摺動域の一端に於いて係合凸部 (416) と抜止突起 (252) が係合するこ
ととなり、これにより、スライド栓 (2) とリセット片保持筒 (25)及びリセット体 (41)の集
合体が全体としてソケット (3) の押込み方向に伸縮するようになっている。又、スライド
栓 (2) が全閉位置にあるときに前記リセット体 (41)の先端面が当接する閉弁側ストッパ (1
62) は、この実施の形態ではプラグ (15)の上流側開口縁部で構成されており、更に、スラ
イド栓 (2) が全開位置にあるときに前記リセット体 (41)の後端部が当接する開弁側ストッ
パ (161) はこの実施の形態ではガス栓 (1) の胴部 (19)の上流部背面壁に螺入された閉塞蓋
(16)の内面で構成されている。そして、これら開弁側ストッパ (161) と閉弁側ストッパ (1
62) の間隔は、開閉動作するスライド栓 (2) の移動ストロークよりも短く設定されている
。従って、リセット体 (41)が図７のようにスライド栓 (2) に対して移動不能に固定されて
いる場合に比べ、ガス栓の奥行き寸法の増加を抑えながらリセット体 (41)の前記移動方向
長さを大きくすることができ、これにより、リセット体 (41)の下面に形成された傾斜面 (4
11) の傾斜を緩やかにすることが可能となる。
【００１９】
上記スライド栓 (2) は、ガス栓本体 (1) の胴部 (19)の上部背面部に螺入された閉塞蓋 (16)
との間に介装されたコイル状の閉弁バネ (111) で閉弁方向に付勢されている。
ガス栓本体 (1) の胴部 (19)には過流出防止弁 (4) が装填されており、該過流出防止弁 (4) 
から下流側に突出するリセット軸 (42)は、過流出防止弁 (4) 内の図示しない進出バネによ
って前記突出状態に付勢されている。そして、スライド栓 (2) が閉弁位置にあるときは、
リセット体 (41)の水平部 (417) に当接するようになっている。尚、上記過流出防止弁 (4) 
は、公知の構造であり、該過流出防止弁 (4) の内部に所定流量以上のガスが流れると該ガ
ス流に押し流されて該過流出防止弁 (4) 内のリフト弁が閉弁動作し、その後、リセット軸
(42)が前記進出バネに抗して押し込まれると前記リフト弁が開状態にリセットされるもの
である。
【００２０】
図１の閉弁状態に於いて、プラグ部 (15)にソケット (3) を外嵌装着すると、図３に示すよ
うに、ソケット (3) に設けられた開弁軸 (31)が補助弁 (22)を押し込んで該補助弁 (22)及び
スライド栓 (2) を開弁させる。
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次に、上記スライド栓 (2) の開弁動作等について更に詳述する。
上記開弁動作時に、上記ソケット (3) をプラグ部 (15)に外嵌して押し込んで行くとリセッ
ト体 (41)が閉塞蓋 (16)の構成壁たる開弁側ストッパ (161) に当接して該リセット体 (41)は
もはや後退移動しない状態になる。更にソケット (3) を押し込むと、リセット片保持筒 (2
5)に対してリセット体 (41)が相対的に摺動する態様でスライド栓 (2) 及びリセット片保持
筒 (25)が更に移動し、これにより、スライド栓 (2) ，リセット片保持筒 (25)及びリセット
体 (41)の集合体の前記移動方向の長さが収縮した図３の開弁状態に維持される。この開弁
状態では、弁室 (13)の上流側空間に位置する流入孔 (14)の中程までスライド栓 (2) が移動
し、更に、該スライド栓 (2) の後端に連設されたリセット片保持筒 (25)に装着されている
リセット体 (41)は、過流出防止弁 (4) のリセット軸 (42)より更に後方（ソケット (3) の押
込み方向）に移動した状態になっている。
【００２１】
この状態で、ソケット (3) の下流側のガスゴム管が外れてガス過流出状態になると、既述
したように過流出防止弁 (4) が自動閉弁する。
次に、過流出防止弁 (4) が自動閉弁した後にソケット (3) をプラグ部 (15)から引き抜くと
、閉弁バネ (111) の付勢力によってスライド栓 (2) が閉弁方向に移動せしめられる。する
と、リセット体 (41)の傾斜面 (411) が突出状態にある過流出防止弁 (4) のリセット軸 (42)
に当接し、この状態から更にリセット体 (41)が下流側に移動すると、前記傾斜面 (411) に
よって次第にリセット軸 (42)が押し込まれて過流出防止弁 (4) がリセット状態に維持され
る。そして、スライド栓 (2) が最下流端まで移動してリセット体 (41)の先端部がプラグ部
(15)の上流端開口部周縁たる閉弁側ストッパ (162) に当接した状態では、前記リセット体
(41)がリセット片保持筒 (25)に対して後方に移動した状態となる。そして、この状態では
、リセット体 (41)の水平部 (417) がリセット軸 (42)の先端部に当接した状態に維持され、
これにより、スライド栓 (2) の閉弁状態ではリセット軸 (42)が押し込まれた状態（リセッ
ト状態）に保たれる。よって、スライド栓 (2) が閉弁動作する過程で過流出防止弁 (4) が
一時的にリセットされる図７のものに比べ、過流出防止弁 (4) が確実にリセットされる利
点がある。この場合、上記構造のものでは既述したように、ガス栓の奥行き寸法の増大を
抑えながらリセット体 (41)の前記移動方向長さを大きくし得るから、リセット体 (41)の下
面に形成された傾斜面 (411) の傾斜を緩やかにすることができ、これにより、前記傾斜が
大きくなる図７のものに比べ、リセット軸 (42)の押込みが円滑に行える。
【００２２】
図４は、リセット片保持筒 (25)に対するリセット体 (41)の取付け状態の変形例を示す要部
の断面斜視図である。
このものは、リセット体 (41)にリング体 (418) を具備させ、該リング体 (418) をリセット
片保持筒 (25)に一定範囲で摺動し得るように外嵌したものである。即ち、前記リング体 (4
18) は、スライド栓 (2) の後端から突出する筒部 (27)とこれに嵌入するリセット片保持筒
(25)の後端外周のフランジ (254) の間で摺動する構成となっている。このものでは、リセ
ット体 (41)のリング体 (418) 部分をリセット片保持筒 (25)に外嵌するだけであり、図２の
ようにリセット片保持筒 (25)の後端近傍に案内凹部 (251) 等を形成する必要がないから、
その構造の簡略化が図れる。
【００２３】
尚、上記何れの実施の形態においても、スライド栓 (2) とリセット片保持筒 (25)を別部材
で構成したが、これらを一体的に形成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願の発明の第１の実施の形態に係るガス栓の閉弁状態の断面図
【図２】図１のガス栓に於けるリセット体 (41)の装着部の断面斜視図
【図３】本願の発明の第１の実施の形態に係るガス栓の開弁状態の断面図
【図４】本願の発明のリセット体 (41)の取付け部を変形した例を示す第２の実施の形態を
示す要部の断面斜視図
【図５】従来のガス栓の閉弁状態を示す断面図
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【図６】従来のガス栓の開弁状態を示す断面図
【図７】従来のガス栓の改良案を示す要部断面図
【符号の説明】
(2) ・・・スライド栓
(4) ・・・過流出防止弁
(13)・・・弁室
(41)・・・リセット体
(42)・・・リセット軸
(161) ・・・開弁側ストッパ
(162) ・・・閉弁側ストッパ 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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